業 務 委 託 契 約 書（案）

１．委託業務名　　市立岸和田市民病院 医療情報システム運用管理等業務

２．業務内容　　　別紙 医療情報システム運用管理等業務委託仕様書のとおり

３．履行場所　　　岸和田市額原町１００１番地　　市立岸和田市民病院

４．委託契約期間
令和〇年〇月〇日午前０時から令和〇年〇月〇日午後１２時まで

５．委託金額　
　　金〇〇〇〇円
　　　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金〇〇〇〇円）
　　　　　　　但し、本契約書記載の消費税額は、契約書作成時点で定められている税
率を付加したものであり、消費税に係る法律が改正された場合はそれに
従うものとする。

６．契約保証金　岸和田市財務規則第１２３条第２号に基づき免除

　上記の業務委託について、岸和田市（以下「委託者」という。）と、〇〇〇（以下「受託者」という。）とは、次のとおり契約を締結する。

（総則）
第１条　委託者は、頭書の業務（以下「業務」という。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
２　受託者は、別紙仕様書に基づき、受託に際し業務を通じた住民へのサ－ビスを目的とし、かつ、病院の役割を発揮できることに努めるとともに、信義に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。

 （業務報告及び検査） 
第２条 受託者は、業務が終了したときは、速やかに委託者の指定する様式により委託者に業務終了の報告を行い、検査を受けなければならない。また、委託者は検査を終了した時は速やかに受託者に通知するものとする。この契約を解除された後においても同様とする。 
２ 受託者は、前項の検査の結果、業務内容に適合しない部分について委託者から改善を求められたときは、直ちに当該部分の改善を行い、改めて検査を受けなければならない。 

（委託料の支払） 
第３条 受託者は、前条の検査に合格したときは、当月分委託料請求書を委託者に提出し、委託者は、正当と認められる請求書を受理した日から１ヶ月（以下「約定期間」という。）以内に当月分委託料を支払わなければならない。 
２ 委託者は、約定期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し本件契約時点における民法所定の遅延利息を受託者に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 
３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 
４ 委託者は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、前条に定める期日までに委託代金を支払わなかったときは、その期日の翌日から支払いをした日までの日数に応じ、当該支払金額に対して延滞利息（政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第８条の規定による。）を受託者に支払うものとする。 

（権利義務の譲渡の禁止等） 
第４条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ又はその権利を売却し、若しくは担保に供することができない。 

（権利の帰属） 
第５条 受託者が業務に基づき作成し、委託者に提出されたものにかかる著作権その他の知的財産権は、受託者から委託者に移転するものとする。 
２ 受託者は、前項の成果物にかかる著作権人格権を行使しないものとする。 

（一括委託等の禁止） 
第６条 受託者は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

（委託業務の管理及び現場責任者） 
第７条 受託者は、業務の開始から終了に至るまでの委託業務に関するすべての管理、指揮監督その他一切の事項を処理する。 
２ 受託者は、業務の実施にあたり、病院事業運営における安全確保のため、あらかじめ総括責任者その他これらに準ずる者（以下「現場責任者」という。）を選任し、現場責任者の氏名、経歴及び資格を委託者に通知するものとする。現場責任者に変更がある場合も、同様とする。 
３ 受託者は、現場責任者については、履行場所における常駐体制を堅持し、受託者の現場代理人として業務の実施に関する指揮監督その他一切の事項を処理するよう、必要な措置を講じなければならない。 
４ 受託者は、現場責任者その他の従事者（以下「現場責任者等」という。）に業務の遂行に十分な技能を修得させ、業務の遂行に万全を期するとともに、風紀、衛生及び規律の維持に責任を負い、健康管理に努めなければならない。 
５ 受託者は、現場責任者等に受託者の定める制服を着用させるとともに、氏名を明示させ、受託者の社員であることを明らかにするものとする。 
６ 委託者は、円滑適正な業務遂行上、不適当と認める現場責任者等がいる場合、受託者に改善を求めることができるものとし、受託者は、この場合速やかに是正その他必要な措置を講じなければならない。 

（委託業務内容等の変更） 
第８条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の内容の全部若しくは一部を変更し、又は、業務を一時中止させることができる。この場合において委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者・受託者協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（臨機の措置） 
第９条 受託者は、災害防止等のため特に必要と認められるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があるときは、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 
２ 前項の場合において、受託者は、当該措置について遅滞なく委託者に報告しなければならない。 
３ 委託者は、業務を行う上で災害防止のため、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 
４ 受託者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。 

（立会い及び報告） 
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の履行に立会い、又は報告を求めることができる。この場合において、委託者は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。 

（損害賠償） 
第11条 受託者又は現場責任者等が、委託者又は第三者に損害を与えたときの賠償は、委託者の責めに帰する事由による場合のほか受託者の負担とする。 
２ 受託者は、前項の賠償責任を負担する場合に備えて、適切な賠償責任保険に加入しなければならない。

（関係法令の遵守等） 
第12条 受託者は、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、職業安定法（昭和22年法律第）141号）、その他の関係法令を遵守し、その義務及び責任をすべて負うものとする。 

（契約の解除）
第13条　委託者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を直ちに解除することができる。この場合において、受託者は、違約金として、契約金額の100分の5に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、受託者に損害が生じても委託者はその損害を賠償しないものとする。
(1)　この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(2)　この契約の締結又は履行にあたり、受託者又はその代理人に不正の行為があったとき。
(3)　故意または過失により委託者に重大な損害を与えたとき。
(4)　正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。
(5)　関係法令により行政上の処分を受けたとき。
(6)　この契約に基づく委託者の指示に従わなかったとき。
２　受託者は、委託期間中は原則解除することはできない。受託者の都合において解除する場合は、解除しようとする日の6ヶ月前までに委託者に書面をもって申し出なければならない。解除する際は違約金として委託金額の100分の20に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
３　受託者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)　受託者が第10条の規定により委託業務の内容の全部又は一部の変更をし、委託料が３分の２以上減少したとき。
(2)　委託者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

（秘密情報の定義） 
第14条 本契約において「秘密情報」とは、本目的に関して委託者が受託者に開示する情報のうち、①文書その他の媒体（電磁的又は電子的媒体を含むが、これに限らない）上に、「秘」「confidential」等の表示で秘密である旨を明示した情報又は②口頭で開示された情報で、開示後30日以内に開示当事者が別途書面その他の媒体（電磁的又は電子的媒体を含むが、これに限らない）で秘密である旨を相手方に通知した情報のいずれかに該当する情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。 
(1) 既に公知であるか、本契約に抵触することなく公知となった情報 
(2) 開示後、受託者の責に帰さない理由で公知となった情報 
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 
(4) 受託者が秘密情報を利用せずに独自に開発した情報 
(5) 法定に基づき開示を強制された情報 

（秘密情報の保持） 
第15条 受託者及び現場責任者等は、業務遂行上直接又は間接に知り得た秘密を、いかなる理由があっても外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。なお、この契約の終了後又は解除後においても同様とする。 
２ 受託者は、前項にかかわらず、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、受託者の責任において秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。また、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、開示することができる。
 
（現場責任者等の研修） 
第16条 受託者は、現場責任者等に対して、業務遂行のための知識、接遇その他必要な研修及び教育を定期的に行わなければならない。 
２ 受託者は、前項の研修及び教育を行ったときは、速やかに委託者に開催記録を提出しなければならない。 

（個人情報の保護） 
第17条 受託者は、第12条に記載の関係法令のほか、個人情報保護法、岸和田市情報セキュリティポリシー、市立岸和田市民病院情報セキュリティポリシー、岸和田市電子計算機及び病院情報システム管理運用規程その他の関係法令を遵守しなければならない。 
２ 受託者は、この契約に基づく業務を遂行するために委託者から引き渡された個人情報及び業務遂行のために自らが収集した個人情報（以下「取得した個人情報」という。）をその目的の範囲内において使用しなければならない。 
３ 受託者は、取得した個人情報を本人の同意なしに第三者に提供してはならない。 
４ 受託者は、取得した個人情報を委託者が指定した作業場所に限り取り扱うことができる。また、受託者は、委託者が指定した作業場所から、取得した個人情報を持ち出す場合、委託者の承諾を得なければならない。 
５ 受託者は、この契約が終了したとき、取得した個人情報を速やかに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者から、取得した個人情報の廃棄の指示があった場合は、速やかに廃棄しなければならない。 

（施設等の貸与） 
第18条 委託者は、受託者が業務の遂行に必要とする施設、端末機その他備品及び資料（以下「貸与物件」という。）を受託者に無償で貸与する。 
２ 受託者は、貸与物件の善良な管理者としてその責に任ずる。 
３ 貸与物件の維持、修繕については、前項の規定に反しない限り、委託者の負担とする。 
４ 受託者は、この契約が終了したとき、委託者より貸与物件の返還請求があった場合は、直ちに返還しなければならない。 
５ この契約に基づく業務を遂行するために必要な貸与物件は、受託者が医療関連事業における専門的な経験を有する事業者であることにより無償とする。 

（電話料、光熱水費等の負担）
第19条　委託者は、受託者が使用する電話料、光熱水費等は、業務遂行上委託者が必要と認める限りにおいて、委託者の負担とする。
２　受託者は、使用する電話料、光熱水費等について、委託者の負担の軽減に努めなければならない。

（不完全履行による減額等） 
第20条 委託者は、受託者が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であるときは、委託料から、その不履行又は不完全部分に相当する額の減額を請求することができる。この場合において、委託者が損害を受けたときは、受託者に対してその賠償を求めることができる。ただし、第２条第２項に定める改善措置を行った場合はこの限りでない。

（データ管理） 
第21条 受託者は、業務遂行にあたっては、電子カルテシステム、医事会計システムその他管理するデータの保護に最善の努力を払うとともに、システム機器及び外部記憶媒体等について注意の上管理しなければならない。 

（受託者の変更等に伴う事務の引継ぎ等） 
第22条 この契約が終了したとき、又は解除された場合は、受託者は、業務に停滞が生じないよう適切かつ確実に、新たな受託者に業務を引き継がなければならない。 
２ 前項の場合において、受託者は、業務受託中に作成及び使用した業務手順書その他の関連資料を、目録とともに全て委託者に引き渡すものとする。その他の資料については、委託者、受託者で協議して定めるものとする。 

（誓約書の提出） 
第23条 受託者及び岸和田市暴力団排除条例（平成25年岸和田市条例第35号。以下「暴力団排除条例」という。）第７条に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）は、暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）でないことをそれぞれが表明した誓約書を、受託者がとりまとめて委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

（暴力団排除に伴う契約の解除） 
第24条 委託者は、暴力団排除条例第８条第１項第６号に基づき、受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。 
２ 委託者は、暴力団排除条例第８条第１項第７号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、受託者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受託者が当該下請人等との契約の解除を拒否した場合には、この契約を解除する。 
３ 前項の規定により受託者が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 
４ 受託者は、第１項又は第２項の規定により契約を解除された場合は、違約金として委託金額の100分の10に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 
５ 前項の場合において、委託者に生じた実際の損害額が、この契約による委託金額の100分の10に相当する額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 
６ 第４項の場合において、受託者が違約金を委託者が指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
 
（準拠法及び管轄裁判所） 
第25条 この契約は、日本国法に準拠するものとする。この契約に関する訴訟は、この契約書に記載の委託者の所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。 

（疑義等の決定） 
第26条 この契約書に定めのない事項又は契約条項に疑義が生じたときは、委託者、受託者協議して定めるものとする。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

令和〇年〇月〇日

　　　　　　　　　　（委託者）　




（受託者）




